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「「「「奈良公園観光地域活性化奈良公園観光地域活性化奈良公園観光地域活性化奈良公園観光地域活性化総合総合総合総合特区特区特区特区」」」」のののの指定指定指定指定をををを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。      
本日、9月 13 日（金）に、総合特別区域の第４次指定の発表があり、

「奈良公園観光地域活性化総合特区」について指定を受けました。 

今後、引き続き、特例措置等の制度化に向け、所管する関係省庁と

協議していくこととなります。 



３．これまでの取り組みと今後のスケジュール

２．提案している特例措置等

指定を受けた「奈良公園観光地域活性化総合特区」の概要と今後のスケジュール

１．特区の目的

奈良公園を「世界に誇れる公園」にするため、以下の施策を

推進し、社寺や宿泊事業者など民間と連携し、更なる地域の活

性化を図る。

① 奈良公園の資源の「維持」・「利活用」による観光の振興

② 受入環境の充実による滞在型観光の推進

◆ 規制緩和◇ 文化財保護法第125条の現状変更許可の権限委譲による事務の迅速化・ 春日山原始林の保全、観光インフラの推進と宿泊施設の改修の促進◇ 旅行業法第11条の2の旅行業務取扱管理者の選任の特例による宿泊施設における旅行商品の企画・販売実施・ 宿泊施設の利用者に対して、宿泊施設が企画した旅行商品を提供◇ 奈良を熟知した通訳案内士による外国人観光客への観光案内充実・ 奈良公園観光地域活性化総合特区内限定の通訳案内士を養成◇ 都市公園法第16条に規定される都市公園の保存要件の緩和・ 都市公園における周辺社寺による歴史的建造物の復元等を促進◇ 電線共同溝法第2条の読み替えによる園路での電線共同溝の整備・ 公園の園路における電線共同溝の整備推進◇ 古都法第8条の歴史的風土特別保存地区内における行為制限の緩和・ 歴史的風土特別保存地区内での行為制限の緩和による鹿苑の整備推進◆ 財政支援◇ 社会資本整備総合交付金の国費率の嵩上げ・ 「奈良公園基本戦略」に基づく施策の早期実現◆ 金融支援◇ 宿泊施設の改修に必要な低利融資をする金融機関に対して、利子補給金を支給・ 宿泊施設の建替えやバリアフリー化の促進を支援
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地域協議会の開催【H25.3.1】
奈良公園観光地域活性化総合特区の指定【H25.9.13】

地域協議会の開催【H25.4.23】奈良公園観光地域活性化総合特区の申請【H25.4.26】１次評価（書面審査）２次評価（検討会審査）３次評価（検討会〔ヒアリング〕）【H24.8.8】
協議のとりまとめ 継続協議規制の特例措置等の制度化規制の特例措置等を活用した事業の実施

国と地方の協議会（第２回）国と地方の協議会（第１回）
協議会で合意した特例措置等

地域協議会の開催【H24.9.11】奈良公園観光地域活性化総合特区の申請【H24.9.25】
奈良公園観光地域活性化総合特区の指定見送り

１次評価（書面審査）２次評価（検討会審査）３次評価（検討会〔ヒアリング〕）【H24.12.17】
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